
平成 27年 3月 31日 

 

学校法人金沢学院大学行動計画 

 

 

 職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１． 計画期間 

○平成 27年４月１日 から平成 32年 3月 31日までの 5年間 

 

2．内容 

 

 

＜対策＞ 

  ●平成 27年 4月から、毎週水曜日をノー残業デーとする。 

  ●毎年 4月に職員に対し、グループウェアまたはメールで周知する。 

 

   

  

＜対策＞ 

  ●各年８月及び 9月と 3月に、連続する有給休暇を取得するよう促す。 

●有給休暇取得予定を事前に提出し、取得状況をとりまとめる。 

 

 

 

 

 

 

○目標１：所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定し実施する。 

  

 

 

○目標２：長期休業期間（夏休み・春休み）を利用し、年次有給休暇の取得

を促進する。 


